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平成 19 年 6 月 1 日 

各  位 

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号 

イ ー ・ ギ ャ ラ ン テ ィ 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  江 藤  公 則 

（コード番号：８７７１） 

問合せ先：常務取締役 馬場 豊吉 

電 話 番 号 ： （ 03） 54 4 7 - 3 5 7 7 

 

有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会との 

業務提携に関するお知らせ 

 
 当社は、有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会（東京都千代田区、理事長：中澤忠義、以下

「ＪＰＢＭ」という。）と売掛債権保証サービスの紹介に関して本日業務提携を行うことを決定いたしました

ので、お知らせいたします。 
 

記 
 
1. 業務提携の目的 
   当社とＪＰＢＭは、本提携を通じてお互いの事業をさらに発展させることを目的に業務提携を行うこ

とにいたしました。 
   JPBMは、全国の有力な会計事務所を中心とし、弁護士他専門家と中小中堅企業の発展に向け積極的

に経営支援を展開しています。今回の提携により、ＪＰＢＭにとりましては、会員会計事務所の顧問先

約１０万社向けに売掛債権保証サービスを提供することが可能となり、中小中堅企業への更なる支援が

可能となります。 
   一方、当社は企業間取引に伴う売掛債権、請負債権等で発生する様々な債権の信用リスクを「保証」

という契約で引き受け、企業のリスクコントロールをサポートする信用保証事業を展開しており、当社

の売掛債権保証サービスの販売網拡大のために、地方銀行をはじめとした金融機関等との提携を進めて

まいりました。今般、中小中堅企業への支援を強みとするＪＰＢＭとの提携により、中小中堅企業が当

社サービスを活用する機会が増え、当社の更なる保証サービスの引き受け件数、残高の増大につながる

と考えております。 
 
 
2. 業務提携の内容 

 平成19年6月1日付をもちまして、当社とＪＰＢＭは、「営業協力に関する覚書」を締結し、ＪＰＢＭ

が当社の売掛債権保証サービスの紹介業務を行うものであります。 
 
3. 売掛債権保証サービスの概要 
   契約先の商取引から発生する売掛債権の決済について、予め設定された保証限度額の枠内で当社が保
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証するものであり、販売先の倒産等の発生時に保証履行するサービスであります。 
   
4. 提携先の概要 

（１）名称     有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会 
（２）設立日    平成16年10月29日 
（３）基金     101.5百万円 
（４）代表者    理事長 中澤 忠義 
（５）当社との関係 人的・資本的関係はございません。 
（６）同法人の概要 ＪＰＢＭは、８つの専門家集団（税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、

不動産鑑定士、弁護士、技術士）が専門家機能を生かしながら連携しており、事

業承継や再生、株式公開等中小企業の変革期における専門家ならではの業務を得

意としております。ＪＰＢＭは、支援機関や企業と積極的に連携しながら、全国

の地域中小企業の経営支援を行うネットワーク組織です。 
 

 
5. 今後の業績に与える影響 

今後の業績に与える影響につきましては、軽微であると判断しております。 
 

6. 本件に関するお問い合わせ先 
事業法人営業部第１課  境 博徳（電話番号：０３－５４４７－３５６１） 

    
以  上 

 


